
＜技術・家庭科＞ 県北教育事務所

新学習指導要領を踏まえて（福島県教育委員会Ｈ２３指導の重点より） 「学び合いの充実」と「学びの習慣づくりの充実」のために

授業充実に向けて

○ 3 学年間を見通した全体的な指導計画の工夫

○ 学習した知識・技術を活用するなど、実生活との関連を図った問

題解決的な学習の展開

○ 実感を伴った理解を深める実践的・体験的な学習活動の充実

○ 学習指導に生きる評価の工夫

○ 言語活動の充実

技術・家庭科は主に問題解決的な学習で展開していきます。課題把握、解決の見通し、

課題解決、まとめ等の学習過程の中で、思考の共有や吟味ができる「学び合い」を考え

ていきましょう。

技術・家庭科は実生活と密接に結びついた教科です。学習したことを実生活で実践す

ることも大事な学習です。今行っている学習内容を保護者に伝えるためにも、教科の通

信等の工夫や作品等の紹介で、家庭と学校（教科）の連携を図りましょう。

○ 技術・家庭科はそれ

ぞれＡ～Ｄの内容構成

になっており、すべて

の生徒に履修させるよ

うになっています。特

に技術分野は中学校で

初めて出会う教科なの

で、最初に「材料と加

工に関する技術」の内

容を踏まえたガイダン

ス的な題材を入れて、3

年間の見通しをもたせ

ましょう。

事例１ 技術分野「ズームイン！私の学校紹介ＣＭづくり」（第１学年）

事例２ 技術分野「使う人が喜ぶ製作品の設計・製作をしてみよう」（第１学年）

事例７ 家庭分野「工夫しよう安全で快適な住まい方」（第３学年）

事例８ 家庭分野「考えて選ぼう生活に必要なもの」（第２学年）
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○ 技術・家庭科や美術科は題材を通して教科の内容を学習していきます。つ

まり、指導案等でも「のこぎりびきの仕方」などという学習内容を表すよう

な単元名でなく、「○○の製作をしよう」という題材名で、題材を通しての

こぎりびきなど刃物の使い方の技能等の学習をしていくようになります。そ

の際、生徒の興味・関心、学校、地域の状況なども踏まえ、子どもにとって

生活に結びつきやすい、イメージしやすい題材を考えることが大切です。下

の題材事例等を参考に具体的な題材を考えてみましょう。

○ 指導と評価の一体化といわれるように、評価は単に成績をつけるためのも

のだけではありません。子どもたちに「わかった」「できた」と実感させるた

めにも、学習内容の目標、そのための評価、それを見とるための方法、手立

て等を授業者自身がもつことが必要です。3 年間の学習内容（題材）、指導計

画が決まったら、「評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考事例」

（国立教育政策研究所）等を参考に、普段の学習指導に生きる評価を実践し

ていきましょう。
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新学習指導要領の完全実施（中学校）を来年度に控え、技術・家庭科の年間時

数は各学校により少なくなっているところもあります。（選択教科の削減により）

各学校では免外による指導も出てくるため、年間指導計画など教育課程の編成や、

普段の授業で苦労されるところもあるでしょう。今後は教育課程の編成も始まり

ます。来年度の新学習指導要領の完全実施に備え、『平成 23 年度学校教育指導の

重点（福島県教育委員会）』や『平成 23 年度「生きる力」をはぐくむ教育活動の

展開（県北教育事務所）』等を参考に、教育課程の編成や授業改善に生かし、より

よい教育活動に取り組んでいきましょう。


